
高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien
申請者向け利用マニュアル

新規申請編（2026年4月申請向け）

入学・転入時等に、「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアルです。

2026年4月
愛知県教育委員会

【申請〆切については、別途配布の案内をご覧ください。】
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➢ このマニュアルでは、高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)に
関する手続を、生徒がe-Shienで行うための手順について説明します。

➢ マニュアルは次の２つに分かれており、
本書は「新規申請編(2026年4月申請向け)」です。

・ 新規申請編(2026年4月申請向け)
・・・「意向登録」「受給資格認定申請」について説明します。

入学・転入時や、新たに就学支援金の申請を行う際に参照してください。

・ 変更手続編(在校生受給資格確認)(2026年4月申請向け)
・・・「在校生受給資格確認」について説明します。

 就学支援金を受給している在校生が申請を行う際に参照してください。

※日本国籍ではない生徒におかれましては、2026年度の就学
支援金制度への申請を行う場合、国籍・在留資格の確認書類を
システム外（紙媒体）で学校へ提出する必要があります。
提出方法については、申請後学校事務室からご連絡いたします。
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目次

➢ 本書(新規申請編(2026年4月申請向け))の内容は、
以下のとおりです。

1. 受給資格認定申請の流れ  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.4
2. 操作説明

2-1. e-Shienにログインする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.5
2-2. 申請をする意向を登録する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.6
2-3. 受給資格認定の申請をする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.８

※本文中の画面表示は、2026年4月現在のものです。 

◼ e-Shienへのアクセス
https://www.e-shien.mext.go.jp/

◼ 就学支援金制度の概要
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

◼ ログインできない場合、各種問い合わせの受付フォーム
https://forms.office.com/r/LUGik2afmh

※緊急の場合をのぞき、電話ではなく、フォームからの問い合わせをご利用ください。

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
https://forms.office.com/r/LUGik2afmh
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1. 受給資格認定申請の流れ

e-Shienを利用した受給資格認定申請の流れは以下となります。

受給資格認定の申請 (4月の入学時・転入時 等)

申請者(生徒) 学校

ログインID通知書を

配布する
手渡し/郵送

ログイン

受給資格認定を申請する意思が

「ある or ない」(意向)の登録

受給資格認定の申請

ログインID通知書

引き続き申請を
行う場合

ログインID通知書を受け取る

申請内容の確認

e-Shienを使用する手順

凡例

システム外の手順

「XXXX(参照資料名)」の
〇ページ参照

XXXX

〇ページ

新規申請編

5ページ

新規申請編

6ページ

新規申請編

8ページ

新規申請編

14ページ

申請内容の詳細確認

授業料を無償とするため、
必ず「意向あり」として下

さい。

戸籍上の氏名（本名）と一
致しているか確認してくだ
さい。また、正しく住所・
生年月日を登録してくださ

い。
誤りがあると、認定されな
い恐れがあります。
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1. ログイン画面

2. 操作説明
 2-1. e-Shienにログインする

e-Shienを使用するために、システムへログインします。
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力してアクセスします。以下のQRコードを読み取っ
てもアクセスできます。

ログインID通知書を見な
がらログインIDとパスワー
ドを入力します。

「ログイン」ボタンをクリック
します。

チャットボットにてe-
Shienの操作に関する質
問ができます。
※2026年4月オンライン
 申請向けのチャットボットの

セクションをご覧ください

Ⅰ 「パスワードを表示」により
入力したパスワードが確
認できます。 

Ⅱ 表示言語は、”日本語”
または”English”が選択
できます。

Ⅲ e-Shienの「利用規約」
を確認できます。

• e-Shienで利用可能な
OS・ブラウザを確認できま
す。

•ログインIDやパスワードが
わからなくなった場合は、
フォームから再通知依頼
をして下さい。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

ログインID通知書のサンプル

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2

1

2

1

1

6ページへ

3

3

Ⅳ

Ⅳ

Ⅴ

ⅤID再通知・アカウントロックの解除の申請先

https://forms.office.com/r/LUGik2afmh

パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力
して、フォームにアクセスします。右のQRコードを
読み取ってもアクセスできます。

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://forms.office.com/r/
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内容を確認し、チェックし
ます。

「受給資格の認定を申
請します。」を選択します。

•就学支援金の支給を希望
する場合

  上部：申請をします。

•受給資格認定の申請を行
わない場合

  下部：申請をしません。

「入力内容確認」ボタン
をクリックします。

1. ポータル画面

2. 操作説明
 2-2. 申請をする意思が 「ある or ない」 の意向を登録する

「意向登録」ボタンをクリッ
クします。

2. 意向登録画面

最初に、申請をする意思が「ある or ない」(意向) を登録します。

学校から意向の再登録を依頼された場合や、意向内容を誤った場合に再登録をする場合も、同様の手
順で行います。

手順

3

2

1

3

2

1

1

7ページへ

1

手順

授業料を無償にするため、
必ず「申請します」を選択してください。
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2. 操作説明
 2-2. 申請をする意向を登録する

3. 意向登録確認画面

登録内容が正しいことを
確認し「本内容で登録す
る」ボタンをクリックします。

Ⅰ 前の画面の選択内容を
修正する場合、「意向登
録に戻る」ボタンをクリック
します。

4. 意向登録結果画面

意向の登録結果が表示
されます。 「続けて受給
資格認定申請を行う」ボ
タンをクリックします。

•誤って意向内容を登録し
た場合、自身で修正する
ことはできません。
学校に連絡し、学校による
登録解除後に再度登録し
てください。

手順

補足

補足

手順

Ⅰ

1

1

8ページへ

Ⅰ 1

1

必ず「続けて受給資格認定申請を行う」
を選択してください。
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記入上の注意・留意事
項をよく読んでから申請し
てください。

学校で登録された生徒
情報が表示されるので、
正しいことを確認します。
誤りがあった場合は、この
画面で修正してください。

2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする 

1. ポータル画面

「認定申請」ボタンをクリッ
クします。

2. 認定申請登録 (生徒情報) 画面(1/2)

受給資格認定の申請を行います。

申請には、生徒本人の情報、学校情報(在学期間等)の登録が必要となります。(8～14ページで、各情
報の登録方法を説明します。)

 
•7ページの意向登録結果
画面から続けて受給資
格認定申請を行う場合、
次の「2.認定申請登録
(生徒情報)画面」から始
まります。

手順

手順

補足

2

1

1

9ページへ

2

1

1

メールアドレスについては生徒
情報画面でのみ登録可能とな
ります。
通知を受信されたい方のメール
アドレスを登録してください。

補足

9ページへ

「氏名」・「ふりがな」が戸
籍上の氏名（本名）と一致し
ているか、確認してください。

「生年月日」・「住所」を正確
に入力してください。
入力が誤っていた場合は不認定
となる可能性があります。
あらかじめご了承ください。

氏名が戸籍と一致しない場合、リンク先の
フォームから連絡して下さい
https://forms.office.com/r/LUGik2afmh
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・  国籍項目を「日本国以外」に
選択する場合には、国籍・在
留資格の確認書類をシステ
ム外（紙媒体）で学校へ提
出する必要があります。提出
方法については、申請後学
校事務室からご連絡いたしま
す。

 国籍項目を選択してください。
※「日本国」を選択した場合
は、その他の入力は不要。
※「日本国以外」を選択した
場合、該当の在留資格を選
択し、入力可能な項目を全
て入力してください（在留資
格証明書は「システム外」を
選択してください）。

 「学校情報入力」ボタンをク
リックします。

2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする 

2. 認定申請登録 (生徒情報) 画面(2/2)

手順

2

1

10ページへ

2

1

補足

1
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

3. 認定申請登録 (学校情報) 画面 (1/2)

学校で登録された学校情
報が表示されるので、正し
いことを確認します。

過去に他の学校に在籍し
ていたかどうかを入力します。
•過去に他の学校に在籍した
期間がない場合

   に進みます。

•過去に他の学校に在籍した
期間がある場合

  9ページへ。

「入力内容確認」ボタンを
クリックします。

うち支給停止期間「あり」にチェックした状態の画面   現在の学校で支給停止
期間がある場合、「あり」
にチェックします。

  支給が停止されていた
期間を入力します。

前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定
申請登録(生徒情報)に
戻る」ボタンをクリックしま
す。

手順

補足

Ⅰ-1

Ⅰ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-2

Ⅱ

Ⅱ

2

3

1

1

3
2

3

11ページへ

12ページへ

在学期間は
動かさないでください。
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

3. 認定申請登録 (学校情報) 画面 (2/2)

「開く」ボタンをクリックします。

「在学期間追加」ボタンを
クリックし、学校の名称、在
学していた期間等を入力し
ます。

「入力内容確認」ボタンを
クリックします。

「開く」ボタンおよび「在学期間追加」ボタンをクリックした画面
誤って「開く」ボタンをクリック
してしまった場合は、「閉じ
る」ボタンをクリックしてくださ
い。
閉じずに次に進もうとすると
エラーになります。

 支給停止期間がある場
合、「あり」にチェックし、期
間を入力します。

過去に就学支援金を受
給したことがあるときは、
「受給資格消滅通知」を
学校に提出してください。

手順

補足

2

1

過去に他の高等学校等に在籍していた期間がある場合の手順は以下のとおりです。

Ⅰ

1
3

2
2

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

3

Ⅲ

12ページへ



12

2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録確認画面 (1/2)

生徒情報、学校情報が
表示されるので、正しいこ
とを確認します。

手順

1

1

13ページへ
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録確認画面 (2/2)

内容を確認し、チェックし
ます。

「本内容で申請する」ボタ
ンをクリックします。

手順

2

1

1

14ページへ

 メールアドレスについての
確認事項は、メールアド
レスを入力した場合のみ
表示されます。

 前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定申
請登録(学校情報)に戻
る」ボタンをクリックします。

補足

Ⅰ

Ⅱ
Ⅱ 2

Ⅰ
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

5. 認定申請登録結果画面

申請の登録結果が表示
されます。
以上で受給資格認定申
請は完了です。

手順

11

6. ポータル画面

申請内容を確認する場
合は、「表示」ボタンをク
リックします。

手順

1

1

申請結果は、６～７月頃に学校から通知予定です。
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